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 令和８年第１回東海村議会定例会提出議案概要 

                         令和８年２月２５日                                                   

議案番号 議  案  名 説             明 

報告第 2号 寄附の受入れについて

（体重計，クッションマ

ット，乳幼児用玩具） 

水戸ヤクルト販売株式会社から寄附の申出があり，これを受け入れましたので，

議会に報告するものであります。 

１ 寄附者    水戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役社長 内藤 学 

２ 寄附品名   体重計１点，クッションマット１点，乳幼児用玩具２点 

３ 寄附目的   地域の福祉に貢献するため 

４ 寄附年月日  令和８年１月２１日 

報告第 3号 専決処分の報告について

（損害賠償の額を定め，

和解することについて） 

村道を走行中の車両に発生した物損事故に関し，地方自治法第１８０条第１項の

規定により，議会において指定されている損害賠償の額を定め，和解することにつ

いて，専決処分をしましたので，同法第１８０条第２項の規定により報告するもの

であります。 

１ 事故発生日  令和７年１２月４日 

２ 事 故 路 線  村道３１１４号線 

３ 損害賠償額  １７５，０００円 

承認第 2号 専決処分の承認を求める

ことについて（令和７年

度東海村一般会計補正予

算（第９号）） 

令和７年度東海村一般会計補正予算（第９号）について専決処分をしましたので，

地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し，承認を求めるものであります。 

予算総額に歳入歳出それぞれ１７，８７９千円を追加し，予算総額を 

２４，９７７，６４０千円とするものであります。 

補正の内容につきましては，衆議院の解散による第５１回衆議院議員総選挙及び

第２７回最高裁判所裁判官国民審査の執行に伴い，必要な予算措置を講じたもので

あります。 

１ 歳入 

（１）県支出金        １４，１９１千円 

（２）繰入金          ３，６８８千円 
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２ 歳出 

総務費         １７，８７９千円 

議案第 5号 東海村行政組織の改編等

に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定につい

て 

行政組織の改編に伴い事務分掌を変更し，併せて条例に規定する項目を改めるこ

とを目的として，関係条例の整備を行うため，条例を制定するものであります。 

議案第 6号 東海村特定乳児等通園支

援の利用時間に関する経

過措置に関する条例の制

定について 

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁

関係内閣府令の整備に関する内閣府令において，新たに規定された１月当たりの特

定乳児等通園支援の利用時間に関する経過措置を定めるため，条例を制定するもの

であります。 

議案第 7号 東海村乳児等通園支援事

業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定

について 

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う表記の変更

等，所要の改正を行うため，条例の一部を改正するものであります。 

議案第 8号 東海村個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に

関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

任意予防接種の実施等に関する事務の処理に際し，行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第９条第２項の規定に基づき，同一機

関内で保有する地方税関係情報，住民票関係情報等に関し，必要な限度で個人番号

の利用を可能とするため，条例の一部を改正するものであります。 

議案第 9号 東海村立幼稚園保育料等

徴収条例の一部を改正す

る条例の制定について 

村立幼稚園が村松幼稚園に再編されることに伴い，条例の一部を改正するもので

あります。 

議案第 10 号 東海村医療福祉費支給に

関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 令和７年度税制改正における「特定親族特別控除」の創設による国民年金法施行

令の一部改正に伴う所要の改正のほか，医療福祉費の支給制限に関する規定のう

ち，政令を引用する規定を改め，規則で金額等を明記するため，条例の一部を改正

するものであります。 
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議案第 11 号 水戸・勝田都市計画事業

東海中央土地区画整理事

業に関する条例の一部を

改正する条例の制定につ

いて 

保留地の処分方法に，一般競争入札を新たに加えることで，事業の施行に係る一

層の財源確保を図るため，条例の一部を改正するものであります。 

議案第 12 号 令和７年度東海村一般会

計補正予算（第１０号） 

予算総額から歳入歳出それぞれ６４９，６７２千円を減額し，予算総額を 

２４，３２７，９６８千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては，事業費確定等に伴う不用額の減額のほか，子ど

も・子育て支援交付金等に係る実績額の確定，子どものための教育・保育給付費に

係る公定価格の上昇，役場庁舎の陽圧化設備に係るフィルタの交換等に伴い，必要

な予算措置を講じるものであります。 

１ 歳入 

（１）使用料及び手数料      △９７３千円 

（２）国庫支出金      △４４，３６９千円 

（３）県支出金      △２７４，２２４千円 

（４）寄附金        △３９，０３８千円 

（５）繰入金       △２７１，５６８千円 

（６）村債         △１９，５００千円 

２ 歳出 

（１）議会費         △８，３２８千円 

（２）総務費        △１７４，５３７千円 

（３）民生費       △２９７，２７０千円 

（４）衛生費        △２６，４５６千円 

（５）農林水産業費     △１２，５９４千円 

（６）商工費        △１６，０７８千円 

（７）土木費        △５１，６４０千円 

（８）消防費          ２，６３０千円 
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（９）教育費        △６５，３９９千円 

議案第 13 号 令和７年度東海村国民健

康保険事業特別会計補正

予算（第４号） 

予算総額から歳入歳出それぞれ８０千円を減額し，予算総額を 

３，０６６，６１０千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては，国民健康保険運営協議会事業費納付金（医療分）

の請求額と健康保険組合等出産一時金臨時補助金交付額の相殺等に伴い，必要な予

算措置を講じるものであります。 

１ 歳入 

    国庫支出金          △８０千円 

２ 歳出 

（１）総務費            △７０千円 

（２）保健事業費          △１０千円 

議案第 14 号 令和７年度東海村後期高

齢者医療特別会計補正予

算（第３号） 

予算総額に変更はなく，債務負担行為を設定するものであります。 

議案第 15 号 令和７年度東海村介護保

険事業特別会計補正予算

（第５号） 

保険事業勘定の予算総額に歳入歳出それぞれ４５，６２６千円を追加し，保険事

業勘定の予算総額を３，２０１，９２７千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては，居宅介護サービス給付費の増加等に伴い，必要

な予算措置を講じるものであります。 

１ 歳入 

（１）保険料         １０，３９６千円 

（２）国庫支出金       １１，４７１千円 

（３）支払基金交付金     １２，４９４千円 

（４）県支出金         ５，７３７千円 

（５）繰入金          ５，５２８千円 

２ 歳出 

 （１）総務費           △２１１千円 

 （２）保険給付費       ４８，５９８千円 
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 （３）地域支援事業費     △２，５７４千円 

 （４）諸支出金           △１８７千円 

議案第 16 号 令和７年度水戸・勝田都

市計画事業東海中央土地

区画整理事業特別会計補

正予算（第４号） 

予算総額に変更はなく，繰越明許費を設定するものであります。 

議案第 17 号 令和７年度東海村下水道

事業会計補正予算（第２

号） 

予算総額に変更はなく，債務負担行為を設定するものであります。 

議案第 18 号 令和８年度東海村一般会

計予算 

予算総額を歳入歳出それぞれ２２，２００，０００千円とするものであります。 

議案第 19 号 令和８年度東海村国民健

康保険事業特別会計予算 

予算総額を歳入歳出それぞれ２，８２２，９６７千円とするものであります。 

議案第 20 号 令和８年度東海村後期高

齢者医療特別会計予算 

予算総額を歳入歳出それぞれ７７９，２９７千円とするものであります。 

議案第 21 号 令和８年度東海村介護保

険事業特別会計予算 

保険事業勘定の予算総額を歳入歳出それぞれ３，００６，４２７千円とし，介護

サービス事業勘定の予算総額を歳入歳出それぞれ３，５９２千円とするものであり

ます。 

議案第 22 号 令和８年度水戸・勝田都

市計画事業東海駅西土地

区画整理事業特別会計予

算 

予算総額を歳入歳出それぞれ２４，２７５千円とするものであります。 

議案第 23 号 令和８年度水戸・勝田都

市計画事業東海中央土地

区画整理事業特別会計予

算 

予算総額を歳入歳出それぞれ５８９，３７３千円とするものであります。 
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議案第 24 号 令和８年度那珂地方公平

委員会特別会計予算 

予算総額を歳入歳出それぞれ７８３千円とするものであります。 

議案第 25 号 令和８年度東海村水道事

業会計予算 

収益的収入額を９２５，８４８千円，収益的支出額を９０５，５５４千円とし，

資本的収入額を１７６，６９８千円，資本的支出額を５０９，１１６千円とするも

のであります。 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３３２，４１８千円は，当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額２９，７３６千円並びに過年度分損益勘定

留保資金３０２，６８２千円で補填する
ものであります。 

議案第 26 号 令和８年度東海村病院事

業会計予算 

収益的収入及び支出額をそれぞれ３７０，０３７千円とし，資本的収入額を０円，

資本的支出額を３６２，１１１千円とするものであります。 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３６２，１１１千円は，過年度分

損益勘定留保資金で補填するものであります。 

議案第 27 号 令和８年度東海村下水道

事業会計予算 

収益的収入額を１，３１４，５１２千円，収益的支出額を１，２９０，６１９千

円とし，資本的収入額を６２９，３４３千円，資本的支出額を１，１０９，４４０

千円とするものであります。 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４８０，０９７千円は，当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額３２，５１９千円，過年度分損益勘定留保

資金４４７，５７８千円で補填するものであります。 

※ 法律関係 ・地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）    

・地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号） 

・子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備に関

する内閣府令（令和 7年内閣府令第 94 号） 

・乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和 7年内閣府令第 1号） 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号） 

・国民年金法施行令（昭和 34 年政令第 184 号） 

 

なお，今会期中に条例の改正５件，人事案件３件を追加提出したく準備をしておりますので，よろしくお願いいたします。


